
 

 

導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 

 美里町は、埼玉県の北西部に位置し、都心から約 80ｋｍ、電車で約１時間半圏内と

いう都心部からの交通アクセスに優れた地理を活かし、農村産業法に基づく工業等導

入地区の指定を行い、企業を誘致したことで様々な工場が立地している。また、関越

自動車道寄居スマートインターチェンジが開通し、その出口西側では産業団地の整備

が行われ、地理的特性を活かした産業の拠点整備を進めている。 

美里町の人口は平成 10 年の 12,344 人をピークに減少に転じ、平成 28 年は 11,401

人と 796人（約 7.6％）減、生産年齢人口（15歳以上 65歳未満）に限ると、7,944か

ら 6,768人と 1,176人（約 14.8％）減となっている。 

美里町の事業所数は増減を繰り返しながら推移してきたものの、452（平成 24 年）

から 418（平成 28年）と減少している。 

これは、町内事業者の大多数の占める中小企業において人手や後継者不足の問題が

事業継続を困難にしている一因と考えられる。 

美里町は、「第５次美里町総合振興計画」で、全国的に少子高齢化が進む中で居住人

口だけでなく、交流人口、活動人口を増やしていくことで移住・定住につながる持続

可能なまちづくりの実現を目指している。この取り組みの一環である「安心して働け

る雇用の場づくり」に向け、刻々と変化する経済環境に対応できる施策を実施するこ

とに努め、事業を町内で続ける意志のある積極的な事業者を下支えする仕組みの整備

に一層取り組む必要がある。 

 

（２）目標 

 

 美里町は、中小企業等経営強化法第 49 条第１項の規定に基づく「導入促進基本計

画」を策定し、中小企業者に先端設備等の導入を促すことで、地域経済のさらなる発

展を目指す。 

 計画期間中の「先端設備等導入計画」の認定件数は、年２件程度を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

 

 先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関す

る基本方針に定めるものをいう。）が、年平均３％以上向上することを目標とする。 

   



２ 先端設備等の種類 

 

 本計画において定める先端設備等の種類については、多様な産業の設備投資を支援

するために、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等の全て

とする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

 

 本計画において対象となる地域は、中小企業者による幅広い取り組みを促すため町

内全域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

 

 生産性向上はすべての事業者における共通の課題であり、美里町内の多様な業種が

町内の経済・雇用を支えており、各業種は町民の生活と密接な関係にある。そのため、

本計画において対象業種及び事業は、労働生産性が年平均３％以上向上すると見込ま

れる取り組みであれば、全ての業種及び事業を対象とする。 

ただし、売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電

事業に関しては、その性質から町内の日常的な雇用に結びつくことが少なく、町内産

業への経済波及効果も希薄であるため、本計画において対象とする業種・事業から除

く。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

 

 導入促進基本計画の計画期間は、国が同意した日から２年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 先端設備等導入計画の計画期間は、３年間、４年間または５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

 

・人員削減が目的とした取組は認定の対象としない。また、雇用の安定性に配慮した

計画であること。 

・事業者は、法令等を遵守し確実に実施が見込まれる先端設備等導入計画を作成しな

ければならない。美里町は計画内容を確認し、導入促進基本計画に適合しない場合

は認定をしない。 

・事業者は、認定された先端設備等導入計画に沿った事業を進めなければならず、先



端設備等導入計画の変更申請を怠る等の事業者に過失がある場合、美里町はその認

定を取り消すことができる。 

・健全な地域社会の発展に資するため、公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関

係が認められるものなど、地域環境に特に配慮が必要なものについては、先端設備

等導入計画の認定の対象としない。 

・町税等の滞納がある場合は、認定の対象としない。 

・認定を受けた事業者は、先端設備等導入計画の進捗状況を常時把握し、美里町が導

入促進基本計画の効果等を調査するために、先端設備等導入計画に関する報告や調

査を求めた場合は速やかに協力し、関係書類の提出が求められた場合は速やかに提

出しなければならない。 

 

 


